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京
都
。
長
岡
京
跡

ω

所
在
地
　
　
　
一　
一爪
都
市
南
区
久
世
大
藪
町
、
二

伏
見
区
淀
水
垂
町

調
査
期
間
　
　
一　
一
九
九
〇
年

（平
２
）
六
月
ｉ
八
月
、
二
　
一
九
九
〇

年
七
月
を

一
九
九

一
年
五
月

発
掘
機
関
　
　
⑫
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所

調
査
担
当
者
　
一　
鈴
木
廣
司

。
上
田
栄
治
、
二

木
下
保
明

・
上
村
和
直

・
吉
崎
　
仲

遺
跡
の
種
類
　
都
城
跡

遺
跡
の
年
代
　
八
世
紀
末

遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

一
九
九
〇
年
度
に
長
岡
京
跡
で
、
木
簡
の
出
上
し
た
調
査
は
左
京
六
件
、
右

京

一
件
の
計
七
件
あ
り
、
そ
の
発
掘
調
査
は
三
機
関
に
わ
た
っ
て
い
る
。
∽
京

都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
は
、
こ
の
う
ち
左
京
第
二
五
〇
次

・
左
京
第
二
五

一

次
調
査
の
二
件
を
担
当
し
て
い
る
。

一
　
左
京

一
条
四
坊
四
町

（左
京
第
二
五
〇
次
調
査
）

調
査
地
は
左
京

一
条
四
坊
四
町
の
推
定
地
に
あ
た
り
、　
一
条
大
路
の
検
出
が

期
待
さ
れ
た
が
、
調
査
の
結
果
、
調
査
地
は
西
側
に
遺
構
面
が

一
部
残
存
し
て

い
る
も
の
の
、
大
半
は
旧
河
川
の
流
路
と
判
明
し
た
。
長
岡
京
期
の
遺
構
は
土

九

・
柱
穴
を
検
出
し
た
が
、
条
坊
に
関
連
す
る
遺
構
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

中
久
世

・
大
藪

・
東
上
川
の
地
区
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
発
掘

。
立
会
調
査
で
最

大
幅
約

一
八
〇
ｍ
を
測
る
北
西
方
向
か
ら
南
東
方
向
の
傾
き
を
も
つ
旧
河
川
を

確
認
し
て
い
る
。
こ
の
流
路
は
下
層
に
弥
生
時
代
か
ら
古
墳
時
代
の
遺
物
を
包

合
し
て
お
り
、
奈
良
時
代
に
は
久
世
中
学
校
構
内
で
検
出
し
た
よ
う
な
大
規
模

な
護
岸
施
設
も
み
ら
れ
る
が
、
室
町
時
代
に
は
姿
を
消
し
て
い
る
。
今
回
検
出

し
た
流
路
も
そ
の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
。

木
簡

一
点
及
び
人
面
墨
書
土
器
の
破
片
二
点
は
、
流
路
の
肩
口
に
沿

っ
て
堆

積
す
る
腐
植
土
層
か
ら
長
岡
京
期
の
上
器
類
と
と
も
に
出
土
し
た
。

一
一　
左
京
七
条
三
坊

一　
。
一
一町

（左
京
第
二
五
一
次
調
査
）

調
査
地
は
長
岡
京
左
京
七
条
二
坊
と
三
坊
に
推
定
さ
れ
、
長
岡
京
の
南
東
部

に
あ
た
る
。
南
東
約
三
Ｏ
Ｏ
ｍ
に
は
桂
川
が
西
南
流
し
て
お
り
、
付
近

一
帯
は

湿
潤
な
水
田
地
帯
で
あ
る
。

(京都西南部)



1990年 出上の木簡

調
査
は
京
都
市
清
掃
局
の
埋
め
立
て
処
分
地
建
設
に
伴
う
も
の
で
、
総
調
査

面
積
は
約

一
三
ｈａ
に
及
ぶ
。
今
年
度
は
こ
の
う
ち
約
三
万
ポ
を
対
象
と
し
て
調

査
を
実
施
し
た
。

今
回
の
調
査
で
は
条
坊
関
係
の
遺
構
と
し
て
東
二
坊
大
路
と
六
条
大
路
を
検

出
し
た
。
調
査
区
の
北
西
部
で
こ
れ
ら
の
交
差
点
を
確
認
し
た
が
、
六
条
大
路

は
東
二
坊
大
路
の
東
側
で
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
交
差
点

は
Ｔ
字
路
で
あ
る
。
東
二
坊
大
路
は
当
初
の
予
想
通
り
東
西
両
側
溝
を
検
出
し
、

幅
員
約
二
五
ｍ
の
大
路
規
模
の
道
路
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
六
条
大
路
は
南
北

両
側
溝
間
約

一
〇
ｍ
の
小
路
規
模
の
道
路
で
あ

っ
た
。
近
年
、
長
岡
京
南
部
の

調
査
で
は
、
東
西
方
向
の
大
路
の
位
置
と
推
定
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
小
路
規

模
の
道
路
が
検
出
さ
れ
、
逆
に
条
間
小
路
の
位
置
と
推
定
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ

で
大
路
規
模
の
道
路
が
検
出
さ
れ
る
例
が
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
従
来
の

長
岡
京
の
条
坊
復
原
案
が
二
町
分
、
南
北
い
ず
れ
か
に
ず
れ
て
い
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

検
出
し
た
交
差
点
付
近
に
は
幅
五
ｉ

一
〇
ｍ
、
深
さ

一
ｍ
あ
ま
り
の
河
川
が
、

北
西
か
ら
南
東
方
向
に
横
切

っ
て
い
る
。
こ
の
河
川
に
は
桁
行
二
間
（約
五
・
四

じ

。
梁
行
二
間

（約
五
じ

の
橋
が
か
か
っ
て
い
る
。
橋
の
方
向
は
い
ず
れ
の

道
路
に
対
し
て
も
や
や
ふ
れ
て
お
り
、
平
面
の
形
状
も
や
や
ひ
ず
ん
だ
平
行
四

辺
形
と
い
う
変
則
的
な
も
の
で
あ
る
。
橋
脚
は
掘
立
柱
式
と
杭
打
ち
式
を
併
用

し
た
形
式
で
、
九
カ
所
の
う
ち
八
カ
所
に
柱
根
が
残
存
し
て
い
た
。

河
川
に
は
こ
の
他
に
、
水
量
調
節
用
と
考
え
ら
れ
る
し
が
ら
み
状
の
遺
構
が

ニ
カ
所
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
岸
部
に
沿
っ
て
小
型
の
木
棺
墓
三
基
、

甕
棺
墓

一
基
を
検
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
宅
地
内
の
調
査
で
は
、
建
物

・
井

戸
な
ど
の
生
活
関
連
の
遺
構
は

一
切
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

遺
物
は
河
川
の
堆
積
層
か
ら
多
量
に
出
上
し
て
い
る
。
木
簡
を
は
じ
め
土
師

器

・
須
恵
器
な
ど
が
認
め
ら
れ
る
が
、
大
半
は
人
面
墨
書
土
器
、
土
馬
、
模
型

カ
マ
ド
、
人
形
な
ど
の
祭
祀
遺
物
で
あ
る
。
特
に
人
面
墨
書
土
器
は
ほ
ぼ
完
形
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に
復
原
で
き
る
も
の
だ
け
で
二
五
〇
点
を
こ
え
、
長
岡
京
域
で
最
大
の
出
土
量

を
ほ
と
る
。
こ
の
他
に
上
師
器

・
須
恵
器
の
杯
や
杯
蓋
に

「井
」
「福
満
」
「Φ
」

と
墨
書
し
た
も
の
が
あ
る
。

今
回
の
調
査
地

一
帯
は
、
遺
構
の
状
況
や
出
土
遺
物
の
内
容
か
ら
み
て
、
京

域
内
で
あ
る
も
の
の
、
居
住
空
間
で
は
な
く
、
祭
場
や
葬
送
儀
礼
の
場
と
し
て

利
用
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
六
条
大
路
が
東
二
坊
大
路
で
行
き

止
ま
り
に
な
っ
て
い
る
状
況
や
、
東
三
坊
側
に
は
低
湿
地
状
を
示
す
土
層
の
堆

積
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
地
が
実
質
的
な
長
岡
京
の
南
東
の
端
に
あ

た
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

一「

左
京

一
条
四
坊
四
町〔鷹
力
〕

①

　

「
＜
大
宰
府
宰
□
塩
三
斗
＜
」
　
　
　
　
　
μ］受
中受
卜
ｏ∞了

「大
学
府
」
と
記
さ
れ
た
木
街
は
、
長
岡
京
域
で
は
初
出
で
あ
る
。
上
下
に

切
り
込
み
の
あ
る
完
形
品
で
あ
る
が
、
切
り
込
み
の
角
度
が
緩
や
か
で
、
切
り

込
み
か
ら
端
部
ま
で
の
長
さ
が
短
い
。
こ
の
よ
う
な
形
状
の
類
似
品
を
、
平
城

官
跡
出
上
の
西
海
道
荷
札
や
大
宰
府
跡
出
上
の
付
札
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き

る
の
で
、
本
木
簡
は
大
宰
府
で
製
作
さ
れ
た
木
衝
の
特
徴
を
備
え
て
い
る
と
判

断
さ
れ
る
。

「大
学
府
宰
」
は

「大
宰
帥
」
を
指
す
と
思
わ
れ
、
八
世
紀
末
の
使
用
例
と

し
て
注
目
さ
れ
る
。

「鷹
」
は
、
皇
親
、
摂
政
、
関
白
、
大
臣
、
大
納
言
が
個

人
の
休
息
、
止
宿
所
と
し
て
与
え
ら
れ
る

「直
底
」

「宿
鷹
」
の
こ
と
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
う
し
た
施
設
は
、
宮
内
の
み
な
ら
ず
官
外
に
も
置
か
れ
た
例
が
知

ら
れ
て
い
る
。

通
常
、
貢
進
物
荷
札
の
場
合
、
貢
進
主
体
（地
名
。
人
名
）か
ら
書
き
始
め
る
が
、

〔鷹
功
〕

本
木
簡
の
場
合
そ
れ
で
は
意
味
が
通
じ
が
た
い
。
冒
頭
の

「
大
宰
府
宰
□
」
は
、

宛
所

。
所
属
を
記
し
た
も
の
と
推
定
で
き
、
本
木
簡
の
性
格
を
、
大
宰
府
か
ら

在
京
の
大
宰
帥
宛
に
送
ら
れ
た
物
品
に
付
さ
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
お
き
た
い
。

〔斤
≧

な
お
、
大
宰
府
跡
出
土
木
簡
に

「帥
卿
御
料
六
端
汁
三
□
」
と
記
し
た
付
札

が
あ
り
、
帥

へ
の
季
禄
の
支
給
に
関
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（九
州
歴
史

資
料
館

『大
宰
府
史
跡
出
土
木
簡
概
報
』
一　
第
八
号
木
簡
）。
ち
な
み
に
、
長
岡
京

期
の
大
宰
帥
と
し
て
は
、
延
暦
四
年

（七
八
五
）
七
月
か
ら
大
納
言
藤
原
継
縄
の

兼
任
、
延
暦
五
年
四
月
か
ら
延
暦
八
年
正
月
ま
で
左
遷
的
人
事
に
よ
る
参
議
佐

伯
今
毛
人
の
任
例
が
知
ら
れ
る
。

今
回
の
調
査
で
出
上
し
た
の
は
、
こ
の
荷
札
木
街

一
点
で
あ
る
が
、
木
簡
が

大
量
に
出
土
し
、
造
営
用
物
資
の
陸
揚
げ
地
と
推
定
さ
れ
て
い
る
左
京

一
条
三

坊
の
調
査
地

翁
木
簡
研
究
』
一
二
参
照
）
は
、
当
地
の
北
西
約
三
〇
〇
ｍ
で
流
路

の
上
流
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
同
地
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

一
一　
左
京
七
条
三
坊

一
。
二
町

ω
　
。
「
＜
□
□
□
□
□
□
黒
米
五
斗
」

。
「
＜
□
延
暦
十
年
三
月
十
六
日
」
　
　

　

　

μ卜巽
］受
誤

ｏ路



1990年出土の木簡

②

　

「
＜
嘉
床
郡
米
五
斗
　
□

知
官
守
倉
主
」
　

　

　

　

ドト受
∞契
卜
ｏ鰹

①

　

口
川
□
蟹
擁
飼
擁
飼
螺
鰺
鬱
蛤
甲
扇
沙
魚
□

〔半
着
己

□
□
□
□
□
□
□
□
口
口
□
襖
子
ね
帽
子
□（∞
ド∞）
×
∞⇔
×
Ｎ・伽
　
Φ∞
μ

〔七
〕
　
　
　
〔七
〕
　
　
汁
優
一す
〕

①

　

九
ｋ
八
十

一　
八
九
き
十
二
　
き
九
六
十
□
□

同

国
　
　
　
　
　
≡

（］∞∞）
×
∞ω
×
∞
　
Φ∞
μ

①
ぞ
④
は
出
土
し
た
遺
構
は
同
じ
河
川
の
堆
積
層
で
あ
る
が
、
①
③
④
は
七

条
三
坊

一
町
部
分
か
ら
、
②
は
三
坊
二
町
部
分
か
ら
出
土
し
た
。

ω
②
は
そ
の
形
状
か
ら
荷
札
木
簡
と
考
え
ら
れ
る
。
ω
の
表
面
に
は
荷
の
内

容
と
量
、
一異
面
に
は
日
付
が
記
さ
れ
て
い
る
。
日
付
の
延
暦

一
〇
年
は
七
九

一

年
に
あ
た
り
、
長
岡
京
期
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る
。
②
の
嘉
床

郡
は
筑
前
国
に
属
し
、
現
在
の
福
岡
県
嘉
穂
郡

・
飯
塚
市

・
山
田
市
に
ま
た
が

る
地
域
で
あ
る
。

③
④
は
と
も
に
習
書
木
簡
と
考
え
ら
れ
る
。
③
の
表
面
に
は
水
産
物
の
、
裏

面
に
は
服
飾
関
係
の
単
語
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
擁
剣
は
蟹
の
一
種
の
カ
サ
メ

翁
和
名
抄
』
巻
八
）、
沙
魚
は
サ
メ
で
あ
る
。

（
一　
鈴
木
廣
司
、
二
　
吉
崎
　
伸
）




